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整備方針策定後の経過について整備方針策定後の経過について

• 整備方針策定 平成18年９月１日

• 第１回 実践者会議 平成18年12月７日

• 第１回 学識者懇談会 平成18年12月15日

• 整備計画(原案)公表 平成20年12月11日
• 第２回 実践者会議 平成20年12月17日
• 第２回 学識者懇談会 平成20年12月18日

整備計画原案を本省・本局及び関係機関と協議



整備計画策定までの流れ整備計画策定までの流れ

河川整備計画（素案）

河川整備計画（原案）

・整備計画本文作成、適宜資料
・本文作成のための参考資料作成

・整備目標検討
・整備メニュー、優先度、概算事業費検討

＜作業、協議等＞＜本文＞

河川整備計画（案）

・学識者からの意見

・地元住民の意見

河川整備計画 策定

・他省庁協議

・関係機関協議

・県知事意見聴取(福岡県・大分県)


